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市第 139 号議案 

   横浜市火災予防条例の一部改正 

 横浜市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成29年２月14日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市火災予防条例の一部を改正する条例 

 横浜市火災予防条例（昭和48年12月横浜市条例第70号）の一部を

次のように改正する。 

 第75条第２号中「がん具用煙火」を「玩具用煙火」に、「または 

」を「又は」に改め、「仕掛け」の次に「（火薬類取締法（昭和25 

年法律第 149 号）第25条第１項の規定により市長の許可を受けたも 

のを除く。）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

  

   提 案 理 由 

火薬類取締法の一部改正に伴い、煙火の打上げ等に係る届出手続

に関する規定の適用除外を定めるため、横浜市火災予防条例の一部

を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 火 災 予 防 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 火 災 と 紛 ら わ し い 煙 等 を 発 す る お そ れ の あ る 行 為 等 の 届 出 ） 

第 75 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 を し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 、 

 そ の 旨 を 消 防 署 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 ５ 号 に 

 あ っ て 当 該 区 域 が ２ 以 上 と な る と き は 、 消 防 長 に 届 け 出 る も の と 

 す る 。 

   （ 第 １ 号 省 略 ） 

      玩 具 用 煙 火           又 は     （ 火 薬 
 (2)  煙 火 （       を 除 く 。） の 打 上 げ    仕 掛 け 
      が ん 具 用 煙 火          ま た は    

  類 取 締 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 149 号 ） 第 25 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 
  

 市 長 の 許 可 を 受 け た も の を 除 く 。）  
  

   （ 第 ３ 号 か ら 第 ７ 号 ま で 省 略 ） 

  

 


